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る公共用水域の水質悪化などが懸念されます。現在にお
いても、下水道管路に起因する道路陥没は、全国で年間
約3,300件発生しております。
　下水道の計画的な維持管理を推進するため、平成27年
の下水道法改正により、下水道の維持修繕基準を新たに
創設するとともに、事業計画の記載事項として、管渠の
点検方法や頻度を追加しました。維持修繕基準では、下
水道管理者に対して、管渠のうち腐食するおそれの大き
い箇所について５年に１回以上の頻度で点検すること等
を義務づけています。平成28年度には、「下水道ストッ
クマネジメント支援制度」を創設し、下水道の機能維持、
陥没事故の未然防止等に向け、計画的な点検等の適切な
維持管理により施設の延命化や改築事業費の低減を図る
ストックマネジメントの取り組みが促進されるよう、地
方公共団体を支援しています。
　また、国土交通省として、ストックマネジメントの実
施に関するガイドラインを作成するとともに、管渠の異
常個所のスクリーニング技術など、点検・調査のスピー
ドアップ、効率化を図るために、新たな技術の開発、普
及にも取り組んでいます。

（２）広域化・共同化
　地方公共団体において、より効率的な下水道施設の整

１．はじめに

　全国の汚水処理人口普及率は、９割を超え約90.9%に、
下水道処理人口普及率は約78.8％となり、未だ約1,200万
人の未普及人口は存在していますが、多くの都市におい
て、汚水処理の観点からは、これまでの整備促進の時代
から、本格的な管理運営の時代へと移行しつつあります。
人口減少、厳しい財政状況、脆弱な執行体制など下水道
事業をとりまく環境が厳しさを増していく中、膨大な下
水道施設を適切に管理し、事業を適切に運営するために、
管理体制、施設管理、経営管理を一体的にマネジメント

（アセットマネジメント）していくことが求められていま
す。このためには、ストックマネジメント、広域化・共
同化、PPP/PFI、新技術等の活用による事業の効率化、
さらには、付加価値の創出を図るとともに、適切な下水
道使用料の徴収を図ることが必要です。本稿においては、
これらの国あるいは地方公共団体における取り組みを紹
介します。
　なお、近年、大規模地震の頻発化、降雨の局地化、集
中化、激甚化に伴う、自然災害の発生リスクが高まって
いることも踏まえ、アセットマネジメントには、当然、
防災、減災、国土強靱化の観点も必要不可欠ですが、本
稿では、紙面の分量の関係上、ストックマネジメント、
広域化・共同化、PPP/PFI、下水道資源の有効利用につ
いて説明させて頂きます。

２．具体的な取り組み

（１）ストックマネジメント
　全国の下水道管路の総延長は約47万km、下水処理場
は約2,200箇所など、膨大な下水道ストックが存在してい
ます。標準耐用年数50年を経過した管路の延長は、約1.4
万km（約３％）、機械・電気設備の標準耐用年数15年を
経過した下水処理場は約1,800箇所（約82％）となって
おり、今後、施設の老朽化は加速度的に増大する見込み
です。例えば、50年を経過した管路の延長は、10年後は
約5.7万km（約12％）、20年後には約14万km（約30％）
に達する見込みです。老朽化等の進展により、管路の破
損等による道路陥没や汚水の流出、処理施設の停止によ
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備・運営管理がなされるよう、国土交通省は、関係省（総
務省、農林水産省、環境省）と連携し、都道府県に対し
て、「広域化・共同化計画」を策定するよう要請しまし
た。また、社会資本整備総合交付金等の交付にあたって、
全ての地方公共団体において、広域化・共同化計画の策
定に向け、平成30年度中に少なくとも一度以上、都道府
県の管内全ての市町村が参画する検討の場を設けるとと
もに、平成34年度までに計画を策定することを要件化し
ました。
　広域化の取り組みを財政面から支援するため、平成30
年度に、広域化に関する計画策定から様々な事業の実施
までを総合的に支援する「下水道広域化推進総合事業」
を創設しました。本事業では、施設の統合に必要な管渠、
し尿等の受け入れ施設も交付対象としています。
　広域化・共同化計画においては、施設・処理区の統廃
合、下水汚泥の共同処理、維持管理業務の共同化、ICT
活用による集中管理等を検討することとしており、現在、
国土交通省は、先行して計画策定に取り組む５県（秋田
県、岩手県、静岡県、島根県、熊本県）をモデルケース
として、具体的な検討を支援し、これらの検討成果を全
国に水平展開していくこととしています。特に、本計画
においては、都道府県が市町村と連携し、行政界をまた
ぐハード・ソフトの広域化について検討することが期待
されています。

（３）PPP/PFI
　下水道事業においては、既に管路施設や下水処理施設
の管理業務については、約９割以上が民間委託されてい
ます。全国約2,200箇所の下水処理場のうち、430件で包
括的民間委託（複数業務をパッケージ化した複数年契約）

を採用しており、新たな取り組みとして、管路施設につ
いても、24件の包括的民間委託が導入されております。
下水汚泥の有用利用等については、PFIとして11件、
DBO（設計・施工・管理一括発注）として25件が実施あ
るいは実施予定です。
　また、下水道分野として国内初となるコンセッション
方式が浜松市で平成30年４月より開始されました。浜松
市内最大処理区である西遠処理区において、処理場及び
ポンプ場に運営権を設定し、民間事業者が、20年間にわ
たり、対象施設の維持管理と機械電気設備の改築更新等
を実施するものです。市が自ら実施する場合に比べ、約
14.4％のコスト減が見込まれています。
　下水道事業におけるPPP/PFIのメリットとしては、一
般的に、民間の経営手法やノウハウの活用による事業の
効率化、地方公共団体における執行体制の補完、民間資
金の活用による財政負担の平準化などが考えられます。
国土交通省としては、コンセッション方式を含むPPP/
PFIの更なる推進に向け、地方公共団体への財政的支援、
ガイドラインの作成、案件形成に向けた情報・ノウハウ
の共有等を進めています。
　なお、社会資本整備総合交付金等の交付にあたって、
人口20万人以上の地方公共団体において、下水処理場に
おける各施設の改築（概算事業費10億円以上）を行うに
あたっては、予めコンセッション方式の導入に係る検討
を了している又は検討スケジュールを明確にしているこ
と、また、汚泥有効利用施設の新設（概算事業費10億円
以上）を行うにあたっては、原則としてPPP/PFI手法

（コンセッション、PFI、DBO、DB）を活用することを
要件化しています。

図－２　広域化・共同化のイメージ
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には、資源・エネルギー利用技術の開発、普及にも取り
組んでいます。

３．おわりに

　２では、言及しておりませんが、下水道事業の経営健
全化の観点から、資産状況を適切に把握し、将来の見通
しを明確にすることが重要であることから、公営企業会
計の導入を促進しております。社会資本整備総合交付金
等の交付にあたって、全ての地方公共団体において、平
成30年度までに、公営企業会計の適用に関する検討に着
手するとともに、平成32年度までに、人口３万人以上の
地方公共団体については公営企業会計の適用を了し、人
口３万人未満の地方公共団体については公営企業会計を
できる限り適用することを要件化しました。
　国土交通省として、地方公共団体が、社会情勢の変化
等を踏まえた下水道事業の持続性の向上を図るため、引
き続き、主体的、積極的な支援を行っていく所存です。
　

（４）下水道資源の有効利用
　下水道処理人口普及率の向上、処理場の統廃合、下水
汚泥や地域のバイオマスの集約化に伴い、バイオマスで
ある下水汚泥、下水熱等といった下水道資源の一層の有
効利用が期待されています。また、平成27年の下水道法
改正により、下水道管理者に対して、下水汚泥の再生利
用が努力義務化されたところです。
　既に、下水汚泥によるバイオガス発電は全国104箇所
で実施されており、下水汚泥の火力発電所等における燃
料としての利用は全国19箇所で実施されております。下
水汚泥のエネルギー利用（17％）と農業利用（10％）の
計27％の割合を、平成32年度までに約40％に向上される
ことを目標としております。
　国土交通省として、地球温暖化防止対策のみならず、
下水道経営の健全化にも資する下水汚泥のエネルギー利
用等を促進するため、計画策定から施設整備まで統合的
に支援する「下水道エネルギー・イノベーション推進事
業」を平成30年度に創設するなど、財政的な支援を行う
とともに、各種ガイドライン・マニュアルの作成、さら

図－３　下水道が有する多様な資源・エネルギー
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